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（資料１） 

 

令和６年度ＰＴＡ活動報告 

 

 

☆活動概要 

 学級活動等を通じた教職員と保護者そして児童の交流・連携・体験活動等によるふれあいの円滑

化・活発化を目的として、各委員会・協力員による広範囲にわたる学校行事やＰＴＡ活動、学校内

外の安心安全活動へのサポートを実施して参りました。 

 

 

☆活動報告 

１．学年委員会 

（１）学級の会員と担任との連携推進（運営委員会） 

（２）ふれあい登校の実施 

   ・割り振り、調整 

   ・「お知らせ」プリント印刷、配付 

（３）ＰＴＡ行事（総会・その他）への協力 

 

 

２．地域活動委員会 

（１）校外パトロールの実施（月一回程度） 

   ・巡回記録 

（２）かけこみ１１０番活動の実施 

（３）かけこみ１１０番マップの更新と配布 

 

 

３．運営委員会 

（１）年間３回開催、学校との協議事項等諸案件の検討処理 

（２）理事・会計監査委員の設置 

（３）各委員会からの活動報告と検討事項の確認 

（４）各クラスへの連絡、通達の協議 

 

 

４．理事会 

（１）年間７回開催、学校との協議事項等諸案件の検討処理 

（２）運営委員会を主催、及び運営委員会便りの発行 

（３）ＰＴＡ会計処理、予算項目の管理 
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（４）安心・安全活動 

   ・ランドセルステッカーの周知徹底 

（５）行事活動 

   ・各学校行事の運営補佐 

 

５．会計監査委員会 

（１）ＰＴＡ会計帳簿及び収支決算書の監査を実施 

（２）総会にて監査報告 

 

６．サポーター 

（１）広報紙：「おおわだ１２９号（教職員紹介号）」発行 

（２）家庭教育学級：給食試食会の企画・運営 
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令和６年度ＰＴＡ活動のまとめ 

 

学校行事 本部関連行事 コミュニティ 安心・安全 本部作業

・入学式 ・補導員パトロール

・学習参観

・学級懇談会

・運動会 ・理事会 ・市P連定期総会 ・補導員パトロール ・運動会お手伝い

・理事会便り作成

・学習参観 ・理事会 ・PTAオリエンテーション ・補導員パトロール ・運営委員会便り作成

・学級懇談会 ・運営委員会 ・PTA本部理事についての

・PTA本部理事についての 説明会（Zoom）

説明会（Zoom）

・５年ネイチャースクール ・理事会 ・市P連第一回会長会 ・補導員パトロール ・運営委員会便り作成

・夏休みを迎える会 ・運営委員会 ・PTA本部理事についての

説明会（Zoom）

８月 ・補導員パトロール

・出会いの会 ・補導員パトロール

・６年修学旅行

・２年校外学習

・３年校外学習

・前期終業式 ・給食試食会 ・市P連第二回会長会 ・補導員パトロール ・会計中間報告

・後期始業式 ・市川市少年補導員

・４年グリーンスクール ブロック会議

・市内陸上大会

・１年校外学習 ・理事会 ・PTA研究大会 ・補導員パトロール ・理事会便り作成

・６年市内音楽会 ・PTA本部理事についての ・音楽会お手伝い

・音楽会 説明会（Zoom・対面） ・PTA本部理事についての

・オープンスクール 説明会（Zoom・対面）

・4年校外学習 ・理事会 ・補導員パトロール ・理事会便り作成

・5年校外学習 ・PTA本部理事に関する

・６年校外学習 アンケート実施

・冬休みを迎える会

１月 ・出会いの会 ・理事会 ・補導員パトロール

・新入生保護者説明会 ・理事会 ・市P連第三回会長会 ・補導員パトロール ・運営委員会便り作成

・６年校外学習 ・運営委員会 ・資料作成

・学習参観 （新入生保護者説明会、

・学級懇談会 R6年度PTA総会、PTA加入

・卒業を祝う会 同意書、新学期用資料、

委員選出）

・卒業証書授与式 ・補導員パトロール

・修了式/離任式 ・R6年度会計監査

１１月

１２月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

９月

１０月
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  学年委員会 地域活動委員会 

４月     

５月   

６月 

・運営委員会（委員長決定） ・運営委員会（委員長決定） 

  ・かけこみ１１０番 

７月 
 

・運営委員会  ・運営委員会 

 ・校外パトロール 

8 月   

９月 

 ・校外パトロール① 

 ・校外パトロール② 

10 月 

 ・校外パトロール 

  

11 月 

  ・校外パトロール 

   

12 月 

  ・校外パトロール 

    

1 月 

  ・校外パトロール 

    

2 月 

 ・運営委員会 ・運営委員会 

  ・校外パトロール 

3 月 

  ・校外パトロール 
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（資料２） 
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（資料３） 
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（資料４） 

市川市立大和田小学校 PTA 会則改正（案） 

PTA 会則改正について、令和 7 年度より、次の項目を改正いたします。 

改正項目 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 総則 

 変更前 変更後 

（活動方

針） 

第 3 条 

(2)学級 PTA を基盤として学校行事に協力

し、教育環境の改善、文化教養、広報、厚生

に関する活動を行う。 

(2)全ての会員を基盤として学校行事に協力し、教育

環境の改善、文化教養、広報、厚生に関する活動を行

う。 

 
 

（組織） 

第 5 条 

本会の目的達成のため、次の組織を設置す

る。(1)総会 (2)理事会 (3)運営委員会 

(4)学年委員会 (5)専門委員会 (6)サポー

ター 

2.本会の組織は次の通りとする。 

 

本会の目的達成のため、次の組織を設置する。 

(1)総会 (2)理事会 (3)運営委員会 (4)専門委員会 

(5)サポーター 

2.本会の組織は次の通りとする。 

（※令和 7 年４月４日大和田小 HP「PTA」掲載 資

料『大和田小学校 PTA のご案内（2025 年度版）』3

ページを合わせてご覧ください） 

（理事の 

選出） 

第 11 条 

 

2．選考委員会は、理事及び専門委員会・学

年委員会の中から選出した若干名の委員を

もって構成し、理事ならびに会計監査委員

の推薦を行う。 

 

２．選考委員会は、理事及び専門委員会の中から選

出した若干名の委員をもって構成し、理事ならびに

会計監査委員の推薦を行う。 

３．選考委員会は、近年は立候補で理事が決まる年

が続いたため、活動を一時休止とする。今後、会長

が必要と認めたときは運営委員会の承認を得て活動

を再開させることができる。 

（兼任の 

禁止） 

第 12 条 

理事は、２つ以上の理事の役職、会計監査

委員、学年委員会委員、専門委員会委員と

の兼任はできない。 

理事は、2 つ以上の理事の役職、会計監査委員、専門

委員会委員との兼任はできない。 

（運営委員

会） 

第 13 条 

運営委員会は、理事、専門委員会委員長、

学年委員会委員長及び学年委員をもって構

成する。 

運営委員会は、理事、専門委員会委員長をもって構

成する。 

（運営委員

会の任務） 

第 14 条 

運営委員会の任務は、次の通りとする。 

(1)活動計画及び予算案の作成その他総会付

議事項の決議 (2)会則改正案の作成 (3)

選考委員会の設置 (4)学校との協議事項

等、目的達成のための諸案件の処理 (5)そ

の他会務処理 

運営委員会の任務は、次の通りとする。 

(1)活動計画及び予算案の作成その他総会付議事項の

決議 (2)会則改正案の作成 (3)選考委員会の設置

（休止） (4)学校との協議事項等、目的達成のため

の諸案件の処理 (5)その他会務処理 
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 第４章 会計監査 

（兼任の 

禁止） 

第 2７条 

第 27 条 

会計監査委員は、理事の役職、学年委員会委

員、専門委員会委員との兼任はできない。 

第 25 条 

会計監査委員は、理事の役職、専門委員会委員との

兼任はできない。 

 

 

（学年委員

会） 

第 15 条 

学年委員会は、各学級の学年委員をもって

構成する。委員の互選により、委員長 1

名・副委員長 2 名を選任する。 

※削除 

（学年委員

会の任務） 

第 16 条 

学年委員会の任務は、次の通りとする。 

(1)会員相互の研修と親睦を目的とした企画

を推進する。 (2)PTA の目的・方針にそっ

て活動し、運営委員会に出席することで、

常に会員の意思を反映して、学級・学年の

集会の活性化に努める。 (3)学校行事への

協力を行う。 

※削除 

（専門委員

会） 

第 17 条 

第 17 条 

専門委員会として、次の各委員会を設置す

る。 

(1)行事委員会 (2)地域活動委員会 

２、各委員会は、委員の互選により、委員

長・副委員長・会計各１名を選任する。 

第 15 条 

専門委員会として、次の各委員会を設置する。 

(1)ふれあい登校委員会 (2)児童見守り委員会 

２、各委員会は、委員の互選により、委員長２名を

選任する。 

（専門委員

会の任務） 

第 1８条 

第 18 条 

各委員会の任務は、次の通りとする。 

(1)行事委員会は、PTA 主催の行事につい

ての企画・立案・実行を統括する。  

(2)地域活動委員会は、児童の安全を心掛け

る。地域の環境をよくするために活動し、

子どもたちが、豊かな校外生活を送れるよ

うに努力するとともに地域との交流にも努

める。 

第 16 条 

各委員会の任務は、次の通りとする。 

(1)ふれあい登校委員会は、ふれあい登校（登校時の

見守り）当番の割り振りをする。子ども達自身が交

通ルールを守り安全に登校できるように見守るとと

もに、おはよう・いっていらっしゃいと一声かけ、

挨拶ができる子どもに育てる。 

(2)児童見守り委員会は、児童の安全を心掛ける。地

域の環境を良くするために活動し、子どもたちが、

豊かな郊外生活を送れるように努力するとともに地

域との交流にも努める。 

（委員の 

選出） 

第 1９条 

第 19 条 

学級毎に、次の委員を選出する。 

(1) 学年委員 1 名か 2 名 

(2) 行事委員 2 名か 3 名 

(3) 地域活動委員 1 名か 2 名 

第 17 条 

学級毎に、次の委員を選出する。 

(1) ふれあい登校委員 1 名か 2 名 

(2) 児童見守り委員 1 名 
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                                   （資料５） 

令和７年度ＰＴＡ活動計画（案） 

 

☆基本方針 

 保護者と教職員が協力して、児童の健やかな成長と幸せの実現を目指すとともに、生涯学習・成

人教育の場として会員相互の教養を高め、併せてその親睦を図ります。 

また、全会員がＰＴＡ活動だけでなく、広く地域社会の教育活動に、積極的に参加できるような

活動を推進します。 

 

 

☆令和７年度の活動について 

 会員相互のコミュニケーションをより密にし、児童の可能性を高めるための実践的な活動を考え

て実行します。また、より多くの保護者が参加し、教職員との連携・協力をさらに強め、地域住民

との交流も活性化させ、児童とのより深いふれあいを推進していきたいと考えています。 

加えて学校内だけでなく、登下校時の安全を確保し、児童が安心して明るい学校生活を送れるよ

う活動を充実させていきます。 

 

 

☆活動計画 

１．ふれあい登校委員会 

（１）ふれあい登校の協力員の割り振り、連絡・調整を行う 

 

２．児童見守り委員会 

（１）校外パトロールの実施 

（２）かけこみ１１０番活動の実施 

（３）かけこみ１１０番マップの更新と配付 

 

３．委員会設置の見直し 

（１）行事委員会 

ＰＴＡ主催イベント「ふれあいキッズ」に変わるイベントを検討するためのサポーターは催

行人数に至らなかったため、行事委員会は廃止といたします。令和 7年度は新たに、地域学校

協働推進員と共に、子どもたちが楽しめ、保護者同士の交流にもつながるイベントを検討して

いただける方をサポーターとして募集します。従来の形にとらわれず自由に意見を出し合い、

学校やＰＴＡ本部に提案していただきます。 

（２）選考委員会 

ＰＴＡ本部役員説明会への参加や役員選出時の電話依頼などを担ってきた選考委員会です

が、近年は立候補で本部役員が決まる年が続いたため、活動を休止します。 
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（３）（１）､（２）の変更は、令和６年度はお試し期間として会則の改正を見送っておりました。

令和６年度の活動を検討した結果、必要な会則改正を進めます。 

（４）学年委員会 

   近年は学校行事の手伝いや学級の会員と担任との連携推進の任務が無く、ふれあい登校の任

務のみを行う年が続いたため、学年委員会としての機能は廃止し、ふれあい登校の任務を中心

に行う委員会名に変更をします。新名称はふれあい登校委員会といたします。 

（５）地域活動委員会 

   任務の内容は変わりませんが、学年委員会と同様、名称から任務の内容がわかりやすい委員

会名に変更をします。新名称は児童見守り委員会といたします。 

   

４．理事会 

ＰＴＡ・地域の一体となった活動を目指し、ＰＴＡ年間活動計画の立案・実施を行い、その

維持・発展活動を学校・各地域自治体とともに継続的に行います。 

保護者のＰＴＡ協力活動・学校行事へ積極的な参加ができる環境作りを推進します。 

（１）安全・安心対策活動 

   ・ふれあい登校委員会・児童見守り委員会との連携で児童の安全確保－「ふれあい登校」「校

外パトロール」等の整備と運営支援 

   ・各自治会との安全対策協力活動（コミュニティサポート） 

（２）行事・委員会サポート活動 

  ・各委員会活動の円滑な運営を支援、推進する 

  ・ＰＴＡ主催行事の検討をする 

   ・八中ブロック・Ｐ連・各地域委員会との情報交換、協力関係発展を図る 

   ・「地域支援事業」の計画・実施に参画する 

・保護者（父親）のＰＴＡ行事活動参加への支援をする 

（３）学校費サポート活動 

   ・学校費引き落とし並びに教材費振り込みに関する業務委託を行う 

 

５．サポーター 

ＰＴＡ会員が無理なく活動に参加できる制度です。年間の役割とは異なり、会員自身のペー

スで、必要な分だけ活動ができます。ご家族の参加も可能です。主な活動は以下のとおりです。

ほかに学校行事の手伝いや環境整備など、必要に応じて柔軟に募集を行います。 

（１）広報紙：新年度の教職員紹介号等の発行 

（２）家庭教育学級：給食試食会の企画・運営 

（３）交流会検討(新規)：地域学校協働推進員と共にＰＴＡ主催イベントの検討・提案 

（４）学校応援（新規）：登録制で必要な都度、学校行事・学習環境・生活環境のお手伝い 
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（資料６） 
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（資料２補足） 

（資料６補足） 

 

令和６年（２０２４年）度決算報告について 

 

支出の部 

１．運営会議費 理事会や運営委員会の規模縮小や時間短縮を図ったため支出なし。 

１１．委員会活動費 行事委員はふれあいキッズが中止となり、委員会活動そのものが無く

なった。その他の委員会についても、活動経費がかからなかったため

支出なし。 

１７．学校行事費 学校行事への来賓がなかったため支出なし。 

 

 

 

令和７年（２０２５年）度予算案について 

 

支出の部 

１．運営会議費 ＰＴＡ資料作成用ソフトの購入を見送ったため減額。 

８．消耗品費 印刷機マスターとインクの代金が値上がりしたため増額。 

１２．保険費 PTA団体総合保険から、市川市ふれあい保険加入に切り替えたため費

用負担が無くなった。千葉県 PTA連絡協議会が日本 PTA全国協議会か

ら脱退し、個人情報漏洩補償保険に加入継続できなくなったため減

額。 

１８．環境整備費 主に運動会で使用する、児童用折り畳みイス購入のため増額。 

5、6年生分を 250脚追加購入予定。 

１９．積立金 周年記念品を前倒しし、児童用折り畳みイスを購入するため減額。 
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（資料７） 

 

令和７年度ＰＴＡ理事並びに会計監査委員（候補者）名簿 

 

１．理事 

役 職 氏 名 学 年 備 考 

名誉会長 久芳 小真紀  大和田小学校校長 

会 長 乗政 穂岳  5年  

副会長 

阿部 欽一  4年  

前田 則子  5年  

齋藤 真喜子  5年  

中島 直子  5年  

細野 優美子 3年  

（新）遠田 洋介 1年  

村山 真衣 6年 補佐 

会 計 

湊   基一  大和田小学校教頭 

今津 里奈  4年  

大窪 真紀  4年  

(新) 菅原 和代 3年  

  大坂 良子  1年 補佐 

米田 梨恵 5年 補佐 

書  記 
(新) 大土井 郁美  5年  

(新) 田邉 悠子  6年  

 

２．会計監査委員 

 

委  員 

 

板橋 賢吾  大和田小学校教務主任 

鏑木 恵美  4年  

工藤 久代  6年  

 

３．補導員（市川市教育委員会より委嘱） 

委  員 大田 優子  6年  

 

 


